
２－５－１．性犯罪・性暴力等に係る懲戒処分等の状況（教育職員）（令和６年度）

（１）性犯罪・性暴力等に係る懲戒処分等の状況（当事者責任）（令和６年度）

（２）被処分者の性別 （３）被処分者の年齢層

（４）被処分者の所属する学校種

（注）在職者数：令和６年度学校基本調査より

女　　性
5人 1.78%

30代
80人

226,266人
0.04%

(3人) (2.24%) (42人) (0.02%)

中学校
102人

229,792人
0.04%

(50人) (0.02%)

　　参考数値

※（　）は児童生徒性暴力等による人数・割合

計
281人

872,298人

特別支援学校
13人

93,090人
0.01%

(4人) (0.00%)

義務教育学校
1人

7,956人
0.01%

(0人) (0.00%)

中等教育学校
0人

1,978人
0.00%

(0人) (0.00%)

高等学校
90人

172,167人
0.05%

(52人) (0.03%)

計
281人

935,450人
0.03%

(134人) (0.01%)

85人
299,080人

0.03%
(19人) (0.01%)

（注1）在職者数：令和４年度学校教員統計調査より

小学校
75人

417,793人
0.02%

(28人) (0.01%)

被処分者数A 在職者数B A/B

幼稚園
0人

12,674人
0.00%

(0人) (0.00%)

50代以上

被処分者数A 在職者数B

(57人) (0.04%)

A/B

男　　性
276人

（注2）A/Bの分母は令和４年度のものであり、

0.03%
(134人) (0.02%)

合　　計
281人 100.0%

40代
45人

191,355人
0.02%

(134人) (100.0%) (16人) (0.01%)

性犯罪・性暴力等 167 51 25 4 247

■本調査における「性犯罪・性暴力等」の定義について
○「性犯罪・性暴力等」とは、児童生徒性暴力等又は性犯罪・性暴力及びセクシュアルハラスメントをい

う。
○「児童生徒性暴力等」とは、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律」第2条第３項

に該当する行為をいう。
○「性犯罪・性暴力」とは「性犯罪・性暴力」とは、不同意性交等、不同意わいせつ、１６歳未満の者に対

するわいせつ目的での面会要求等、児童ポルノ法第５条から第８条までに当たる行為、性的姿態撮影等
処罰法第２条から第６条までに当たる行為、公然わいせつ、わいせつ物頒布等、買春、痴漢、のぞき、陰
部等の露出、青少年保護条例等違反、不適切な裸体・下着姿等の撮影（隠し撮り等を含む。）、不適切な
身体接触等をいう。

○「セクシュアルハラスメント」とは、他の教職員、児童生徒等を不快にさせる性的な言動等をいう。

免職 停職 減給 戒告 合計 訓告等 総計

34 281

（性犯罪・性暴力等
のうち、児童生徒性

暴力等）
〈132〉 〈2〉 〈0〉 〈0〉 〈134〉 〈0〉 〈134〉

※（　）は児童生徒性暴力等による人数・割合 ※（　）は児童生徒性暴力等による人数・割合

※児童生徒等：幼児・児童・生徒（18歳以上の者を含む。）、18歳未満の者

98.22%
20代

71人
155,597人

0.05%
(131人) (97.76%)

被処分者の性別 人　数（人） 割　合（％）



（５）性犯罪・性暴力等の相手の属性
【性犯罪・性暴力等】

（６）当該教員の性犯罪・性暴力等に係る懲戒処分歴の有無
【性犯罪・性暴力等】 【性犯罪・性暴力等のうち、児童生徒性暴力等】

（７）児童生徒性暴力等が発覚した要因

ア 15人 11.2%

イ 2人 1.5%

ウ 41人
30.6%

エ 5人
3.7%

オ 1人 0.8%

カ 36人 26.9%

キ 3人 2.2%

ク 5人
3.7%

ケ 26人
19.4%

ア 被害者又は保護者から管理職への相談

イ 被害者又は保護者からスクールカウンセラーへの相談

ウ 被害者又は保護者から教職員への相談（ア・イを除く。）

エ 被害者又は保護者から相談窓口への相談

オ 学校や教育委員会が実施するアンケート調査等

カ 警察からの連絡

キ 教職員が現場を目撃

ク 加害者からの申出

ケ その他

教職員等への相談

43.3％

計134人

自校の幼児児童生徒（18歳以上の者を含む。）, 135

人, 48%

他校の幼児児童生徒（18歳以上の者を含

む。）, 31人, 11%

１８歳未満の者（ア・イのいずれかに該当

する者を除く。）, 12人, 4%

自校の教職員, 47人, 17%

他校の教職員（他校の教職員であることを知

らなかった場合を除く。）, 4人, 1%

教育実習生, 2人, 1%
その他, 50人, 18%

計:281人

児童生徒性暴力等以外の性犯罪・性

暴力等に係る処分等歴あり, 1人, 0.4%

性犯罪・性暴力等に係る処分等歴

なし, 280人, 99.6%

児童生徒性暴力等以外の性犯罪・

性暴力等に係る処分等歴あり, 1人, 

1%

性犯罪・性暴力等に係る処分等歴なし, 133

人, 99%

児童生徒等に対して

行われた行為：63.3％

児童生徒等以外に

対して行われた行為：



（８）児童生徒性暴力等に関する刑事告発の状況

（９）児童生徒性暴力等が行われた場面

（10）児童生徒性暴力等の態様

告発した または 刑事手続きがとられている または そ
の他の理由で捜査機関が情報を把握しているもの

90件

件数

うち捜査機関から教育委員会等へ情報提供が
あったもの又は他の者が告発を行ったもの

犯罪には当たらないと判断したため、告発しなかったもの

被害者やその保護者が望まなかったため、告発しなかったもの

その他

44件

46件

6件

22件

16件

うち教育委員会が告発したもの

ア 授業中・保育中, 11人,
8.2%

イ 放課後, 18人, 13.4%

ウ 休み時間, 8人, 6.0%

エ 部活動, 8人,
6.0%

オ 学校行事, 3人, 2.2%

カ 通勤時間中, 2人, 1.5%

キ 長期休業期間中, 3人, 2.2%

ク その他勤務

時間外, 81人,
60.4%

ア 授業中・保育中

イ 放課後

ウ 休み時間

エ 部活動

オ 学校行事

カ 通勤時間中

キ 長期休業期間中

ク その他勤務時間外

計:134人

38人

34人

31人

18人

4人

2人

1人

1人

0人

0人

5人

0人 5人 10人 15人 20人 25人 30人 35人 40人

性交

盗撮・のぞき

体に触る

接吻

文書・画像等（メール、インターネット利用を

含む。）による性的いやがらせ

裸体・下着姿の撮影（盗撮・のぞきを除く。）

会話などにおける性的いやがらせ

陰部等の露出

痴漢行為

わいせつなビデオ・DVD等の販売・頒布等

その他
計:134人




